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在学生・教職員 各位 

教務委員長  

 星野 晴彦 

新型コロナウイルス感染症にかかった者等の授業出席の取り扱いについて 

（2023年5月8日以降の対応） 

 

2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行されることにともない、学校

において予防すべき感染症にかかった者の出席停止基準を定める学校保健安全法施行規則も改正される予定

です。 

以上をふまえ、本学における対応を下記のとおりといたしますのでお知らせします。 

 

記 

１．新型コロナウイルス感染症にかかった者の授業の取り扱い 

変更後 出席停止・欠席扱い免除の対象とする。 

（期間） 

 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快（※）した後1日を経過するまで。（学校保健安

全法施行規則第19条（2023年5月8日施行予定））  

  ※熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快した状態を指す 

 登校再開後も発症後10日を経過するまではマスクを着用すること。 

（手続） 

 登校再開後1週間以内に教務課又は教育支援課で所定の手続きを行うこと。 

変更前 出席停止・欠席扱い免除の対象とする。 

（期間） 

 発症日から国が定める退院または宿泊療養基準を満たし治癒が確認されるまでの期間

（発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快（解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改

善傾向）後24時間）。ただし、現に入院している場合は10日間。 

２．濃厚接触者の授業の取り扱い 

変更後 欠席扱い免除の対象としない。 

変更前 出席停止・欠席扱い免除の対象とする。 

（期間） 

 保健所等から指示された期間（陽性者の感染可能期間内に陽性者と接触した日を0日とし

翌日から5日間）。ただし、無症状であり2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査

キットによる検査を行い、陰性であれば3日目から待機解除とする。いずれの場合も7日間

が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認をすること。 

３．感染が疑われる者の授業の取り扱い 

変更後 欠席扱い免除の対象としない。 

変更前 出席停止・欠席扱い免除の対象とする。 

（期間） 

 陰性と判定、又は症状軽快（解熱剤を使用せず解熱し、呼吸器症状が改善傾向）後24時

間。 

４．新型コロナウイルスワクチン接種に関する取り扱い 

変更後 欠席扱い免除の対象としない。 （2023年6月28日更新） 

変更前 ワクチン接種当日を欠席扱い免除の対象とする。 

ワクチン接種の副反応により授業を欠席する場合、接種当日を含め最大3日間を欠席扱い免除の

対象とする。 

以上 



5⽉8⽇以降の新型コロナウイルス感染症に関する⽋席扱い免除申請について
【発症】 体調が悪い

【医療機関受診の有無】 医療機関を受診 ⾃宅で検査（抗原・PCR））した
※薬事承認された抗原定性検査キットに限る

医師の診察／PCR検査等を実施

【検査・診断の結果】 陽性 陰性 陽性 陰性

【⽋席扱い免除対象の判断】 ⽋席扱い免除の対象 免除にはならない ⽋席扱い免除の対象 免除にはならない

【登校可否】 登校しても構わない 登校しても構わない

【⽋席扱い免除の申請】

に教務課・教育⽀援課に下記

①医療機関を受診したことが分かるもの
※診断書、処⽅箋、領収書 等（いずれの場合も

⽒名が記載されているものに限る）
②検査結果がわかるもの

①検査キットの結果がわかる写真
②使⽤した検査キットの外箱もしくはその写真
※薬事承認されたキットであることがわかるように
「医療⽤医薬品」、「⼀般⽤医薬品（OTC）」の表
⽰が判別できること。なお、写真の場合は学籍番号、
⽒名、検査⽇を記⼊したメモとともに撮影すること。

↓ ↓

↓ ↓ ↓
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

登校禁⽌
（発症後5⽇間かつ症状軽快後1⽇）

登校禁⽌
（発症後5⽇間かつ症状軽快後1⽇）

登校再開後1週間以内
の書類等を提出する。

  ※検査キットの写真でも可。なお、写真の場合
は学籍番号、⽒名、検査⽇を記⼊したメモととも
に撮影すること。

登校再開後1週間以内に教務課・教育⽀援課に下記の
書類等を提出する。
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